
 

 

１年間のまとめを前にして 

 

新型コロナウイルスも感染症法上の位置づけが今春に季節性インフル

エンザと同等の「５類」に引き下げとなり、学校での対応も見直しの可

能性が出てきました。先日は松戸市教育委員会から「こんなとき、マス

クが外せます」という文書が出されており、今後もご家庭と協力しなが

ら感染対策を進めていきたいと思います。学校では、引き続き「健康観

察をすること」「密にならないこと」「手洗いをすること」「換気をするこ

と」を継続して行っていきます。どうかご理解とご協力をお願いいたし

ます。 

２月は寒さが厳しい季節で、俳句の季語で表すと残雪、余寒など寒さ

を表しているものもありますが、立春、初春、早春、梅など春の訪れを

感じられるような言葉もあります。静かな気持ちで自然と向き合うのに

適した季節かもしれません。梅や桜の木を見上げると、春に花を咲かせ

る準備を着々と進めていることがよくわかります。子どもたちも希望の春に向けて頑張っています。 

学校評価や体罰セクハラ調査へのご協力ありがとうございました。学校評価では、ご意見・ご要望と

ともに、お褒めの言葉も多数いただきありがとうございました。この学校評価については、十分に吟味

検討し、令和５年度の学校経営につなげていきたいと考えています。 

 卒業・進級まであと２か月。希望の春に向け、子どもたちが一歩ずつ進んでいけるよう教職員一同、

精一杯指導・支援をしていきます。今月も引き続きご理解・ご協力をお願いいたします。 

 

                                 校 長  髙 谷 昌 

 

ホームページから情報発信しています！ 

 各学年から、また「今週のこがさき」として、平日はほぼ毎日更新しているのが

古ケ崎小のホームページです。子どもたちの様子や行事などについて、写真つきで

発信しています。ぜひご覧ください。 

 

 

＜お知らせ・お願い＞ 
 

① 教育相談日・スクールカウンセラー来校日 

 今月の教育相談日は２７日（月）です。学習面や生活面など、何かお困りのことが

あれば担任に気軽に声をかけていただきお話ができます。また、担任を通さずに

教頭や養護教諭等に直接連絡していただいても構いません。教育相談日以外の対

応も可能です。 

 スクールカウンセラーとの面談も以下の日程で可能です。空きはまだあります

ので、担任等を通してお申し込みください。（右下の用紙をご活用ください） 

 

 ２月１０日（金）  ２月２７日（月）  ３月１３日（月）（最終） 

 

古ケ崎小だより ２月 
～笑顔あふれる古ケ崎小～ 

令和５年１月３１日 

松戸市立古ケ崎小学校 

校 長   髙谷 昌 

学校だより  ２月号 



 

また、担任以外でも以下の相談窓口がございますので、何かお困りのことがございましたら、学校ま

でご連絡ください。お子様のみの相談でも、保護者同伴の相談でも受け付けております。 

 

 ・悩みごと相談員：羽生先生（特別支援コーディネーター）藤井先生（養護教諭）佐藤先生（教頭） 

 

 

② 新型コロナウイルス対応について（以前から変更はありませんが再度のお知らせです。） 

・お子様や同居人（ご家族）が感染した場合や濃厚接触者となった場合等、児童

本人の欠席にかかわる場合のみ、学校にお知らせください。 

・コロナ陽性・濃厚接触者で欠席される場合は平日の７：４５から１８：３０頃

を目安として、電話連絡をください。（それ以外の欠席はフォームでお願いし

ます） 

・土・日・夜間については、報告していただく必要がなくなりました。 

・学校のホームページ「新型コロナ対応」についても必要に応じてご覧ください。 

http://www.matsudo.ed.jp/kogasa-e/index.cfm/1,0,60,285,html 

・千葉県の感染レベルについては、以下のＵＲＬから調べてください。（※変更になりました） 

https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kansenshou/ncov/kansen-shiyo-sihyou.html 

＜新型コロナ対応（古ケ崎小ＨＰ）＞       ＜千葉県の感染レベル＞ 

 

 

 

 

 

③ ちば夢チャレンジ☆パスポート・プロジェクトについて（１月号とは別の日程です） 

 千葉ゼルバ公式戦観戦（バレーボール）公式戦観戦無料招待の案内が来て

います。 

・県内在住小学生とその保護者のペア 各試合１００組２００名ずつ 

右のＱＲコードから申し込んでください。 

・早い日程のものは、2月5日（日）22 時締め切りですのでお早めにお申

し込みください。 

 

④ 交通事故防止について 

 千葉県内における交通事故死者数が１月１日から１月１２日現在で７人となっており、その内５人は

歩行者で、時間帯別では半数以上が夜間発生とのことです。 

・自動車を運転される場合は、横断歩道手間における十分な減速と安全確認の

実施、横断歩行者がいた場合には確実に一時停止をするなど「ゼブラストッ

プ」の徹底をお願いします。 

・自転車には反射材をつけ、児童にはヘルメットを着用させてください。 

・横断歩道を渡るときは、左右をしっかりと確認してから横断しましょう。 

・信号のない交差点を通行する時は、左右をしっかりと確認しましょう。 

 学校でも指導いたしますが、ご家庭でも交通安全について、お話いただきたいと思います。 

 

 

【   年   組 氏名                  】 

※（  ）に○を付けて、必要事項を記入して担任、教頭、養護教諭などにご提出ください。 

 

★教育相談を希望します（   ）    月   日 担任 ・ その他【               】 

 

★スクールカウンセラー面談を希望します（   ）    月   日 を希望します。 

き り と り せ ん 


